
児
童
手
当
の
金
額

●
３
歳
未
満

　

一
律　
　

月
額
１
万
円

●
３
歳
以
上

　

第
１
子
、
第
２
子　
　

月
額
５
千
円

　

第
３
子
以
降　
　
　
　

月
額
１
万
円

申
請
の
仕
方

　

こ
ど
も
家
庭
課
に
申
請
書
類
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
（
自
己
申
告
制
）

　

児
童
手
当
の
支
給
は
、
申
請
し
た
月

の
翌
月
分
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

支
給
の
時
期

　

児
童
手
当
は
毎
年
３
回
、
２
月
、
６

月
、
10
月
に
そ
れ
ぞ
れ
前
月
分
ま
で
が

ま
と
め
て
支
給
さ
れ
て
ま
す
。

所
得
制
限
に
つ
い
て

　

平
成
18
年
分
の
所
得
か
ら
法
定
控
除

（
８
万
円
）
等
を
行
っ
た
後
の
金
額
が

表
１
の
限
度
額
未
満
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
、
こ
ど
も
家
庭
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
所
得
と
は
、
給
与
収
入
の
場
合
は
給

与
所
得
控
除
後
の
金
額
を
い
い
、
事
業

所
得
の
場
合
は
総
収
入
か
ら
必
要
経
費

を
控
除
し
た
金
額
を
い
い
ま
す
。

特
例
給
付
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
に
該
当
し
な
い
場
合
で
も

厚
生
年
金
等
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
を

条
件
に
、
児
童
手
当
と
同
等
の
手
当
を

支
給
す
る
制
度
で
す
。
た
だ
し
、
児
童

手
当
の
場
合
と
同
様
、
表
２
の
特
例
給

付
の
所
得
限
度
額
未
満
で
あ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

該
当
に
な
ら
な
か
っ
た
人

　

前
年
度
以
前
に
所
得
制
限
に
よ
り
非

該
当
と
な
っ
た
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の

後
の
所
得
額
、
扶
養
人
数
の
変
動
な
ど

に
よ
り
該
当
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
５
月
に
新
た
な
認
定
請
求
を
行

う
か
、
こ
ど
も
家
庭
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人

　

６
月
末
ま
で
に
児
童
手
当
現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
６
月
分
か
ら
１
年

間
の
手
当
が
決
定
し
ま
す
。
提
出
し
な

い
と
６
月
分
以
降
の
手
当
の
支
給
が
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。
６
月
に
入
っ
て
現
況

届
の
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
に
つ
い
て

　

特
例
給
付
の
受
給
者
の
人
で
、
厚
生

年
金
等
の
加
入
資
格
が
な
く
な
る
と
、

手
当
の
受
給
資
格
も
な
く
な
り
ま
す
。

会
社
な
ど
を
辞
め
た
と
き
は
必
ず
こ
ど

も
家
庭
課
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
再

び
就
職
し
た
と
き
は
改
め
て
認
定
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。

児　　童　　手　　当

扶養親族等の人数 所得限度額（万円）

0人 460．0

1人 498．0

2人 536．0

3人 574．0

4人 612．0

5人 650．0

表１　自営業などのかた（国民年金加入者等）

表２　サラリーマンなどのかた（厚生年金等加入者）

特　　例　　給　　付

扶養親族等の人数 所得限度額（万円）

0人 532．0

1人 570．0

2人 608．0

3人 646．0

4人 684．0

5人 722．0

注１）所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老

人扶養親族がある人についての限度額（所得額ベー

ス）は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または

老人扶養親族１人につき６万円を加算した額。

注２）扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額（所得額

ベース）は、１人につき 万円（扶養親族等が老人

控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは

万円）を加算した額。

　

平
成

年
４
月
１
日
よ
り
急
速
な
少
子
化
の
進
行
等
を
踏
ま
え
、
若
い
子
育
て
世
帯
等
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
観

点
か
ら
、
３
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
養
育
者
に
対
す
る
児
童
手
当
の
額
が
、
第
１
子
及
び
第
２
子
に
つ
い
て
倍
額
と
な
り
、
出

生
順
位
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
月
額
１
万
円
と
な
り
ま
し
た
。
３
歳
以
上
の
児
童
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
で
す
。
今
回
の

改
正
で
は
、
現
在
支
給
（
認
定
）
さ
れ
て
い
る
人
は
、
特
に
手
続
き
を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

児
童
手
当
は
、
小
学
校
６
年
生
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
、
所
得
が
一
定
未
満
の
人
に
支
給
さ
れ
、
外
国
人
の
人
も
要
件
を

満
た
せ
ば
受
け
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
場
合
や
、
対
象
と
な
る
児
童
が
い
て
も
申

請
を
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
、
新
規
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
公
務
員
の
人
は
勤
務
先
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
家
庭
課
（
内
線

〜

）

児
童
手
当
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た

対
象

　

小
学
校
就
学
か
ら
小
学
校
修
了
前
ま

で
の
子
ど
も
（
小
学
校
１
年
〜
６
年
）

※ 

満
12
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で

登
録
申
請

　

小
学
校
新
２
年
生
か
ら
新
６
年
生
の

子
ど
も
が
い
る
保
護
者

　

た
だ
し
、
新
１
年
生
で
３
月
ま
で
乳

幼
児
医
療
登
録
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い

方
は
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

今
年
の
３
月
ま
で
乳
幼
児
医
療
を
受

け
て
い
た
新
１
年
生
は
登
録
手
続
き

は
不
要
で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・ 

保
険
証
（
子
ど
も
の
名
前
が
記
載
さ

れ
た
も
の
）

・ 

預
金
通
帳
（
受
給
資
格
者
の
名
義
・

郵
便
貯
金
は
不
可
）

▼
申
請
窓
口

　

役
場
こ
ど
も
家
庭
課

　

藤
久
保
出
張
所

　

竹
間
沢
出
張
所

医
療
費
負
担
の
内
容

　

保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
か
ら
、
高

額
療
養
費
及
び
社
会
保
険
に
お
け
る
附

加
給
付
金
を
差
し
引
い
た
金
額
を
助
成

し
ま
す
。

　

保
険
診
療
外
（
差
額
ベ
ッ
ト
代
、
文

書
料
、
容
器
代
、
健
診
代
、
入
院
時
食

事
代
な
ど
）
に
つ
い
て
は
個
人
負
担
と

な
り
ま
す
。

申
請
方
法

　

診
療
費
を
一
時
立
て
替
え
た
後
、
次

の
事
項
が
確
認
で
き
る
領
収
書
で
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。
（
受
給
者
証
の
発
行

は
あ
り
ま
せ
ん
）

・
受
給
者
名

・
診
療
年
月
日

・
入
院
、
外
来
の
別
及
び
日
数

・
保
険
診
療
点
数

・
一
部
負
担
金

・ 

他
法
負
担
分
（
結
核
予
防
法
等
公
費

負
担
分
が
あ
る
場
合
）

・
発
行
年
月
日

・
発
行
者
（
医
療
機
関
名
）

注
）
領
収
書
の
添
付
以
外
に
、
町
指
定

の
こ
ど
も
医
療
費
支
給
申
請
書
に
医
師

の
証
明
を
受
け
て
請
求
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
有
料
の
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
事
前
に
医
療
機
関
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
ま
た
医
療
費
支
給
申
請

書
に
は
忘
れ
ず
に
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

登
録
申
請
は
、
こ
ど
も
医
療
費
の
窓

口
申
請
を
す
る
時
に
一
緒
に
で
き
ま

す
。

（
医
療
費
の
申
請
の
時
効
は
、
診
療
月

の
翌
月
か
ら
５
年
後
で
す
。
）

そ
の
他

　

受
験
資
格
が
喪
失
し
た
場
合
、
（
転

出
、
死
亡
、
生
活
保
護
の
適
用
、
ひ
と

り
親
医
療
費
・
重
度
医
療
費
受
給
資
格

の
登
録
等
）
資
格
内
容
に
変
更
が
生
じ

た
場
合
（
住
所
、
保
険
証
の
内
容
等
）

は
、
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

こ
ど
も
家
庭
課

　

（
内
線　

１
６
４
〜
１
６
６
）

　

少
子
化
対
策
・
子
育
て
支
援
と
し
て
、
小
学
生
（
１
年
〜
６
年
）
の

医
療
費
の
一
部
を
支
給
し
て
、
子
育
て
家
庭
へ
の
経
済
的
支
援
及
び
こ

ど
も
の
保
健
の
向
上
と
福
祉
の
増
進
を
図
り
ま
す
。

　

小
学
校
就
学
前
ま
で
の
乳
幼
児
を
対
象
と
し
て
い
る
乳
幼
児
医
療
費

は
そ
の
ま
ま
で
す
。

　

小
学
生
は
、
乳
幼
児
医
療
受
給
者
証
は
使
え
ま
せ
ん
。

「こども医療費支給事業」   
  を始めました

三芳町では、平成19年4月1日から

～小学1年生から小学6年生まで～

（ ）広 報 み よ し 広 報 み よ し（ ） 

家
庭
児
童
相
談

（
こ
ど
も
家
庭
な
ん
で
も
相
談
）

　

18
歳
未
満
の
子
ど
も
を
取
り
ま
く
家

庭
の
問
題
や
子
育
て
の
悩
み
を
専
門

の
相
談
員
「
家
庭
児
童
相
談
員
」
が
受

け
、
一
緒
に
解
決
の
方
法
を
考
え
て
行

き
ま
す
。

　

子
ど
も
本
人
、
家
族
、
地
域
の
方
ど

な
た
か
ら
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。
１

人
で
悩
ま
な
い
で
、
ま
ず
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▼
例

□
し
つ
け
や
性
格
・
行
動
が
心
配

□
幼
稚
園
、
学
校
に
行
き
た
が
ら
な
い
。

□
言
葉
や
発
達
が
心
配

□
非
行
に
つ
い
て

□
家
庭
で
子
ど
も
を
育
て
ら
れ
な
い
。

□
保
護
者
か
ら
不
当
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
（
虐
待
の
相
談
、
通
告
）

▼
相
談
に
つ
い
て

・ 

電
話
、
面
接
、
訪
問
で
の
相
談
が
で

き
ま
す
。

・
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す
。

・
相
談
は
無
料
で
す
。

・ 

専
門
の
機
関
と
も
連
携
し
て
解
決
の

方
法
を
考
え
ま
す
。

こ
ど
も
家
庭
課

「
こ
ど
も
な
ん
で
も
相
談
」

受
付
時
間

　

 

月
曜
日
〜
金
曜
日
、
午
前
９
時

〜
午
後
５
時
（
祝
日
を
除
く
）

２
５
８

０
０
５
５

　

（
直
通
ダ
イ
ヤ
ル
）


